
広報おおいそ　平成20年（2008年）8月 7

●
児
童
扶
養
手
当
の
制
度
案
内 

●
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
制
度
案
内 

〜 

母
子
家
庭
の
方
へ 

〜 
〜 

母
子
家
庭
の
方
へ 

〜 

平成２０年度所得制限限度額（平成２０年８月１日以降） 

扶養親族 
等の数 

配偶者 
扶養義務者 
孤児等の養育者 全部支給 一部支給 

母または養育者 

０人 

１人 

２人 

３人 

４人 

１９万円未満 

５７万円未満 

９５万円未満 

１３３万円未満 

１７１万円未満 

１９２万円未満 

２３０万円未満 

２６８万円未満 

３０６万円未満 

３４４万円未満 

２３６万円未満 

２７４万円未満 

３１２万円未満 

３５０万円未満 

３８８万円未満 

扶養親族 
等の数 

備考 請求者 配偶者及び 
扶養義務者 

０人 

１人 

２人 

３人 

４人 

４,５９６千円未満 

４,９７６千円未満 

５,３５６千円未満 

５,７３６千円未満 

６,１１６千円未満 

６,２８７千円未満 

６,５３６千円未満 

６,７４９千円未満 

６,９６２千円未満 

７,１７５千円未満 

以下、 
本人の場合 
１人増す 
ごとに 
３８０千円、 
配偶者等は 
１人増す 
ごとに 
２１３千円 
加算。 

支給額（月額） 

児童数 全額支給 一部支給 

１人 

２人 

３人 

４人 

４１,７２０円 

４６,７２０円 

４９,７２０円 

以降、児童１人増すごとに、 
３,０００円加算 

４１,７１０～ ９,８５０円 

４６,７１０～ １４,８５０円 

４９,７１０～ １７,８５０円 

別表１ 別表２ （平成20年4月から） 

平成２０年度所得制限限度額（平成２０年８月１日以降） 別表３ 

　
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
母
子
家
庭

の
生
活
の
安
定
を
図
り
、
自
立
を
促

進
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。 

　
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

は
、
次
の
受
給
資
格
要
件
に
あ
て
は

ま
る
児
童
（
18
歳
に
到
達
す
る
日
以

後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）
を
監

護
し
て
い
る
母
、
ま
た
は
母
に
代
わ

っ
て
養
育
し
て
い
る
方
と
な
り
ま
す
。 

 

受
給
資
格
要
件 

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童 

・
父
が
死
亡
し
た
児
童 

・
父
が
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害

の
状
態
に
あ
る
児
童 

・
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童 

・
父
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
児
童 

・
父
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

児
童 

・
母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児

童     

・
父
・
母
と
も
に
不
明
で
あ
る
児
童 

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
る
場
合
は
、
手
当
を
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。 

・
公
的
年
金
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る

場
合 

・
母
に
事
実
上
の
婚
姻
関
係
（
内
縁

関
係
）
が
あ
る
場
合 

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
や
里
親
に

預
け
ら
れ
た
と
き 

 

支
給
額 

　
母
親
や
養
育
者
、
同
居
の
扶
養
義

務
者
の
所
得
で
支
給
額
が
決
定
し
ま

す
（
母
お
よ
び
児
童
が
受
け
取
る
養

育
費
の
８
割
が
所
得
と
し
て
取
り
扱

わ
れ
ま
す
）。 

　
ま
た
、
所
得
が
限
度
額
以
上
あ
る

場
合
は
、
そ
の
年
度
（
８
月
分
か
ら

翌
年
７
月
分
ま
で
）
は
、
手
当
の
全

部
、
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
に
な

り
ま
す
。
（
別
表
１
参
照
） 

　
支
給
額
は
、
別
表
２
の
と
お
り
で

す
。
一
部
支
給
の
場
合
、
支
給
額
は

所
得
に
応
じ
て
10
円
単
位
で
設
定
さ

れ
ま
す
。
３
人
目
か
ら
児
童
ひ
と
り

増
す
ご
と
に
３
，０
０
０
円
が
加
算

さ
れ
ま
す
。 

※
扶
養
親
族
の
数
と
児
童
数
は
一
致

し
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

現
況
届
の
提
出 

　
現
況
届
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
受

給
資
格
を
確
認
す
る
た
め
の
大
切
な

書
類
で
す
。
現
在
、
児
童
扶
養
手
当

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方
（
支
給
停

止
の
方
も
含
み
ま
す
）
は
、
全
員
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。 

　
届
出
期
間
（
８
月
１
日
〜
８
月
31

日
）
を
過
ぎ
る
と
手
当
の
支
給
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
未

提
出
の
ま
ま
２
年
を
経
過
す
る
と
、

手
当
を
受
け
る
資
格
が
喪
失
し
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
０
６ 

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
知
的

障
害
ま
た
は
身
体
障
害
等
の
状
態

（
政
令
で
定
め
る
程
度
以
上
）に
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
に
対
す
る
、
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
の
制
度

で
す
。 

 

受
給
資
格
要
件 

　
知
的
障
害
も
し
く
は
身
体
障
害

（
中
程
度
以
上
）の
状
態
に
あ
る
児
童

を
監
護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も

し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な
り

ま
す
。 

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
る
場
合
は
、
手
当
を
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。 

・
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入

所
し
て
い
る
場
合 

・
児
童
が
障
害
を
理
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場

合 
 

支
給
額 

・
重
度
障
害
児
の
場
合 

　
１
人
に
つ
き
月
額
５
０
，７
５
０
円 

・
中
度
障
害
者
の
場
合 

　
１
人
に
つ
き
月
額
３
３
，８
０
０
円 

　
ま
た
、
所
得
が
限
度
額
以
上
あ
る

場
合
は
、
そ
の
年
度
（
８
月
分
か
ら

翌
年
７
月
分
ま
で
）
は
、
手
当
の
支

給
は
停
止
さ
れ
ま
す（
別
表
３
参
照
）。 

               

所
得
状
況
届
の
提
出 

　
所
得
状
況
届
は
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
受
給
資
格
を
確
認
す
る
た
め

の
大
切
な
書
類
で
す
。
現
在
、
特
別

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方（
支
給
停
止
の
方
も
含
み
ま
す
）

は
、
全
員
所
得
状
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。 

　
届
出
期
間
（
８
月
11
日
〜
９
月
11

日
）
を
過
ぎ
る
と
手
当
の
支
給
が
遅

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
未

提
出
の
ま
ま
２
年
を
経
過
す
る
と
手

当
を
受
け
る
資
格
が
喪
失
し
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 


